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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
顧客を特定するための顧客特定情報とその顧客に情報を送信するための送信先特定情報と
を関連付けた顧客データからなる顧客データファイルを記憶する手段、顧客を会場に入場
させる前の一定の時間帯を表す入場直前時間帯を記憶する手段、前記顧客特定情報を含み
且つ座席指定情報のない未指定電子チケットを携帯装置から受信する手段、前記入場直前
時間帯のみ受信による入力を認める入力許可手段、入力が認められて受信した前記顧客特
定情報により特定される顧客の座席指定順位を決定する順位決定処理を行う手段、前記顧
客特定情報と前記順位決定処理により決定された順位とを関連付けて記憶する手段、前記
顧客特定情報に対し前記順位に従って座席を指定する座席指定処理を行う手段、前記座席
を前記送信先特定情報により特定される送信先に送信する手段を備えることを特徴とする
入場管理システム。
【請求項２】
複数の座席領域と前記座席領域の優先度を記憶する手段を備え、前記座席指定処理は、前
記優先度に基づいて座席の指定を行う処理であることを特徴とする請求項１に記載の入場
管理システム。
【請求項３】
前記顧客データには顧客の座席指定履歴を特定するための指定履歴特定情報が関連付けら
れており、前記座席指定処理は、前記指定履歴特定情報により特定される座席指定履歴に
応じた座席の指定を行う処理であることを特徴とする請求項１又は２のいずれかに記載の
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入場管理システム。
【請求項４】
コンピュータを、顧客を特定するための顧客特定情報とその顧客に情報を送信するための
送信先特定情報とを関連付けた顧客データからなる顧客データファイルを記憶する手段、
顧客を会場に入場させる前の一定の時間帯を表す入場直前時間帯を記憶する手段、前記顧
客特定情報を含み且つ座席指定情報のない未指定電子チケットを携帯装置から受信する手
段、前記入場直前時間帯のみ受信による入力を認める入力許可手段、入力が認められて受
信した前記顧客特定情報により特定される顧客の座席指定順位を決定する順位決定処理を
行う手段、前記顧客特定情報と前記順位決定処理により決定された順位とを関連付けて記
憶する手段、前記顧客特定情報に対し前記順位に従って座席を指定する座席指定処理を行
う手段、前記座席を前記送信先特定情報により特定される送信先に送信する手段として機
能させることを特徴とする入場管理のためのコンピュータプログラム。
【請求項５】
コンピュータを、複数の座席領域と前記座席領域の優先度を記憶する手段として機能させ
、前記座席指定処理は前記優先度に基づいて座席の指定を行う処理であることを特徴とす
る請求項４に記載の入場管理のためのコンピュータプログラム。
【請求項６】
前記顧客データには顧客の座席指定履歴を特定するための指定履歴特定情報が関連付けら
れており、前記座席指定処理は前記指定履歴特定情報により特定される座席指定履歴に応
じた座席の指定を行う処理であることを特徴とする請求項４又は５のいずれかに記載の入
場管理のためのコンピュータプログラム。
【請求項７】
コンピュータが、顧客を特定するための顧客特定情報とその顧客に情報を送信するための
送信先特定情報とを関連付けた顧客データからなる顧客データファイルを記憶するステッ
プ、顧客を会場に入場させる前の一定の時間帯を表す入場直前時間帯を記憶するステップ
、前記顧客特定情報を含み且つ座席指定情報のない未指定電子チケットを携帯装置から受
信するステップ、前記入場直前時間帯のみ受信による入力を認める入力許可ステップ、入
力が認められて受信した前記顧客特定情報により特定される顧客の座席指定順位を決定す
る順位決定処理を行うステップ、前記顧客特定情報と前記順位決定処理により決定された
順位とを関連付けて記憶するステップ、前記顧客特定情報に対し前記順位に従って座席を
指定する座席指定処理を行うステップ、前記座席を前記送信先特定情報により特定される
送信先に送信するステップを行うことを特徴とする入場管理方法。
【請求項８】
前記コンピュータが、複数の座席領域と前記座席領域の優先度を記憶するステップを行い
、前記座席指定処理は前記優先度に基づいて座席の指定を行う処理であることを特徴とす
る請求項７に記載の入場管理方法。
【請求項９】
前記顧客データには顧客の座席指定履歴を特定するための指定履歴特定情報が関連付けら
れており、前記座席指定処理は前記指定履歴特定情報により特定される座席指定履歴に応
じた座席の指定を行う処理であることを特徴とする請求項７又は８のいずれかに記載の入
場管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンサートやスポーツ興行などが開催される会場に顧客を入場させる際に利
用される入場管理システム等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、コンサートやスポーツ観戦等のチケットの販売方法としては次の２通りがある。
　一つ目は、自由席型の販売方法であり、顧客には会場への入場チケットのみを販売する
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方法である。即ち、顧客は会場への入場チケットのみを持参して会場に行き、入場後に顧
客が会場内のどの席を確保するかは早い者順で決めるものである。
　二つ目は、指定席型の販売方法であり、顧客には座席指定のあるチケットを販売する方
法である。即ち、座席の確保は早い者順ではなく、チケット販売時に行われるものである
。
【０００３】
　なお、本発明においては先行技術文献の開示は特に行わない。指定席型の販売方法及び
自由席型の販売方法は極めて広く知られたものであるため、特に開示の必要はないと思わ
れるからである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記２つの販売方法には各々以下の問題がある。
　一つ目の自由席型の販売方法の場合、より良い席を確保しようと多くの顧客が会場の周
囲に長い行列を作り、会場周辺の住民に迷惑をかけるという問題がある。また、未成年者
が開催日の前日から徹夜で並んでしまい、未成年者の親から興行主催者に苦情が寄せられ
るという問題もある。
　一方、二つ目の指定席型の販売方法の場合、インターネットのオークションサイトなど
を利用して、良い席のチケットを購入した顧客がそれを高値で転売してしまいチケット料
金の高騰を招くという問題がある。更に、チケットを無料で配布する招待チケットの場合
、指定された座席が気に入らないと、無料ゆえに顧客が会場に来ない場合が多く、会場内
に空席が多数できてしまうという問題もある。
　そこでこれら問題点を解決するシステム等が求められるところである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、例えば、次のような手段を備えるシステム、コンピュータが次のようなステ
ップを行なう方法、コンピュータを次のように機能させるコンピュータプログラムである
。
（１）　顧客を特定するための顧客特定情報とその顧客に情報を送信するための送信先特
定情報とを関連付けた顧客データからなる顧客データファイルを記憶する手段、顧客を会
場に入場させる前の一定の時間帯を表す入場直前時間帯を記憶する手段、前記顧客特定情
報を含み且つ座席指定情報のない未指定電子チケットを携帯装置から受信する手段、前記
入場直前時間帯のみ受信による入力を認める入力許可手段、入力が認められて受信した前
記顧客特定情報により特定される顧客の座席指定順位を決定する順位決定処理を行う手段
、前記顧客特定情報と前記順位決定処理により決定された順位とを関連付けて記憶する手
段、前記顧客特定情報に対し前記順位に従って座席を指定する座席指定処理を行う手段、
前記座席を前記送信先特定情報により特定される送信先に送信する手段を備える。
（２）　複数の座席領域と前記座席領域の優先度を記憶する手段を備え、前記座席指定処
理は、前記優先度に基づいて座席の指定を行う処理である。
（３）　前記顧客データには顧客の座席指定履歴を特定するための指定履歴特定情報が関
連付けられており、前記座席指定処理は、前記指定履歴特定情報により特定される座席指
定履歴に応じた座席の指定を行う処理である。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明には次のような効果がある。
（１）本発明では、観客の会場入場時または入場直前の時間帯に座席を割り当てるので、
自由席型の販売方法の問題点及び指定席型の販売方法の問題点双方を一挙に解決すること
ができる。即ち、観客の会場入場時または入場直前の時間帯に座席を割り当てれば、座席
の確保が早い者順ではなくなるので、より良い席を確保しようと多くの顧客が会場の周囲
に長い行列を作るという問題が解決する。また、座席番号は開催日当日の開催時間直前ま
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で分からないので、良い席のチケットを購入した顧客がそれを高値で転売することができ
ず、転売によるチケット料金の高騰等の問題点を解決できる。
（２）座席のゾーン毎の割り当て確率（比率）を調整することにより、偏りのない見栄え
のよい座席配分とすることができる。
（３）本発明を利用すれば、観客の特定の要望に沿った座席の割り当てを行うことができ
るので、観客の満足度を向上させることができる。
（４）本発明を利用すれば、顧客の属性に沿った座席の割り当てを行うことができる。即
ち、主催者等に座席配分の要望があった場合、その要望に沿った見栄えのよい座席配分を
実現できるのである。
（５）本発明を利用すれば、座席指定履歴に応じた座席の割り当てを行うことができる。
よって、例えば前回の落選者を優先した座席の割り当てを行うことがきるのである。これ
により何度も連続して落選するという事態を回避でき、結果として顧客の満足度を向上さ
せることができるのである。
（６）本発明を利用すれば、ポイント上位者（スポンサー会社の商品をより多く購入した
人等）を優先した座席の割り当てを行うことがきる。これによりイベントへの協力者（ス
ポンサー）が得やすくなるのである。
（７）本発明では、同伴者には連続した座席或いは近くの座席を割り当てるので、同伴者
同士が離ればなれの席になることを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明は、コンサートやスポーツ興行などが開催される会場に顧客を入場させる際に利
用される入場管理システム等に関するものである。以下、図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【０００８】
　本発明の第一実施例を図に基づいて説明する。図１は本発明の実施に必要なハードウェ
アとそのハードウェアの結びつきを表した概略図である。
　これらハードウェアは、サーバー１、入場許可装置２、携帯電話３（携帯電話３ａ、携
帯電話３ｂ）とからなる。
　サーバー１と携帯電話３にはデータの送信部及び受信部が備えられ、これらを介してイ
ンターネット４（或は、その他の通信手段）により他の装置とデータの送受信が可能なも
のとなっている。
【０００９】
　サーバー１には携帯電話３に内蔵されているＩＣチップに記憶されている情報を読み書
きできるリーダライタ１１が接続されている。また、サーバー１には、データを記憶する
ための記憶装置１２と情報の処理を行う処理装置１３が備えられている。
　入場許可装置２には、入場者に入場の可否を表示する表示モニタ１４、携帯電話３に内
蔵されているＩＣチップに記憶されている情報を読み書きできるリーダライタ１５が備え
られ、このリーダライタ１５はサーバー１と接続されている。
　携帯電話３には、情報を記憶するＩＣチップが内蔵されている。また。携帯電話３には
、データの送受信を行う送受信装置、データを記憶するための記憶装置と情報の処理を行
う処理装置が備えられている（図示せず）。
　各々の記憶装置には本発明を実現するためのコンピュータプログラムや所定のデータが
記憶されており、サーバー１、携帯電話３はこのコンピュータプログラムの処理命令に従
って所定の処理を行う。
　なお、ここではサーバー１の処理装置１３が処理装置としての役割を果たし、サーバー
１の記憶装置１２が記憶装置としての役割を果たし、リーダライタ１１又はリーダライタ
１５又はサーバー１の送受信装置が受信装置及び送信装置としての役割を果たし、携帯電
話３が携帯装置及び購入装置としての役割を果たす。
【００１０】
　次に、本発明を実現するための処理手順について説明する。本発明の処理手順は＜チケ
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ット購入：ＳＴＥＰ１＞→＜座席抽選：ＳＴＥＰ２＞の手順で行う。以下、これら処理に
ついて説明する。
【００１１】
　＜チケット購入：ＳＴＥＰ１＞
　東京都在住の山田太郎さんは○○ホールで行われる○○歌合戦を観に行く予定である。
そこで、山田さんは自分の携帯電話３を使ってチケット販売会社のホームページにアクセ
スした。これにより山田さんの携帯電話３の表示モニタには図２のような内容が表示され
た。山田さんは、会員番号や興行番号等を携帯電話の入力キーを利用して入力し、画面下
の「送信」を選択した。これにより携帯電話３の処理装置は購入データ「会員番号：９７
１５、氏名：山田太郎、興行番号：Ｋ１２５、希望枚数：１」を作成し、これをチケット
販売会社のサーバー１に送信し、これを受信したサーバー１の処理装置１３は記憶装置１
２に記憶する。なお、ここではこの購入データが購入申込情報としての役割を果たし、こ
れに含まれる会員番号が第２送信先特定情報としての役割を果たし、会員ファイルのメー
ルアドレスが第２送信先としての役割を果たす。
【００１２】
　次に、サーバー１の処理装置１３は山田さんが会員であるか否かの確認を行う。
　サーバー１の記憶装置１２には会員ファイルが記憶されている（図３）。これは複数の
会員レコードからなるものであり、会員番号や氏名など図３に表されたデータ項目からな
るものである。
　サーバー１の処理装置１３は、購入データに含まれる「会員番号：９７１５」を検索キ
ーにして、山田さんの会員レコードを検索し、氏名を照合し、氏名が正しければ次の処理
を行う。なお、氏名ではなく、暗証番号などを照合するようにしてもよい。
【００１３】
次に、サーバー１の処理装置１３は、チケットの残り枚数を確認し、山田さんにチケット
を販売できるか否かを確認する。
　サーバー１の記憶装置１２には興行ファイルが記憶されている（図４）。これは複数の
興行レコードからなるものであり、興行番号や興行の内容など図４に表されたデータ項目
からなるものである。なお、ここでは興行ファイルに含まれる会場収容人数が入場許容数
としての役割を果たす。
　サーバー１の処理装置１３は、購入データに含まれる「興行番号：Ｋ１２５」を検索キ
ーにして、○○歌合戦の興行レコードを検索し、「チケット残数」と購入データに含まれ
る「希望枚数：１」を比較し、チケット残数の方が多ければ次の処理を行う。
【００１４】
　次に、サーバー１の処理装置１３は、チケットの発行処理を行う。
　サーバー１の処理装置１３は、購入データと検索した興行レコード（図４）に基づいて
電子チケット（図５）「会員番号：９７１５、興行番号：Ｋ１２５、内容：○○歌合戦、
日時：２００４年８月１日ＰＭ６時、場所：○○ホール、座席番号：情報なし」を作成し
、これを検索した会員レコード（図３）に含まれるメールアドレスに送信する。そして、
これを受信した山田さんの携帯電話３の処理装置は、この電子チケットを記憶装置に記憶
する。なお、この電子チケットの座席番号には情報がない。即ち、この電子チケットは座
席指定情報がない未指定電子チケットであり、後から座席の指定が行われるという特徴が
ある。
【００１５】
　　＜座席抽選：ＳＴＥＰ２＞
　○○歌合戦が開催される当日、山田さんは携帯電話３を持参して、会場である○○ホー
ルに向かった。○○ホールの入り口には入場許可装置２が設置されており、山田さんが入
場するときに自分の携帯電話３をリーダライタ１５に近づけることにより、ＩＣチップに
記憶されている電子チケットの内容（図５）がリーダライタ１５により読み込まれ、読み
込まれた電子チケットの内容はサーバー１に送られる。なお、本来であれば、ここで山田
さんの電子チケットが正当なものであるか否かを確認した上で、山田さんを入場させるの
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であるが、ここではその処理については省略する。
【００１６】
　次に、サーバー１の処理装置１３は、座席の抽選処理（座席指定処理）を行う。
　サーバー１の処理装置１３は、会場内の複数の空席の中から任意の席を選ぶ（抽選する
）処理を行う。なお、○○ホールの座席はＡ席が１００席（Ａ１からＡ１００）、Ｂ席も
１００席（Ｂ１からＢ１００）あるものとし、今回山田さんに割り当てられた（抽選され
た）座席は「Ａ２５」という席であったとする（図６）。また、山田さんは３人目の入場
者であり、山田さんより先に二人の人が入場を済ましているとする。
　サーバー１の処理装置１３は、抽選された席（座席番号）を山田さんの電子チケットに
代入し、電子チケット（図７）「会員番号：９７１５、興行番号：Ｋ１２５、内容：○○
歌合戦、日時：２００４年８月１日ＰＭ６時、場所：○○ホール、座席番号：Ａ２５」を
作成し、これがリーダライタ１５を介して山田さんの携帯電話３のＩＣチップに書き込ま
れる（未指定の電子チケットに座席が付与される）。そして、山田さんは入場許可装置２
を通過し、携帯電話３を見ると表示モニタには「座席番号：Ａ２５」が表示されている。
これにより山田さんは自分の座る席が「Ａ２５」であることを知り、その席で○○歌合戦
を観覧することになる。なお、この座席抽選（座席指定）の処理は山田さんが入場許可装
置２を通過する際（入場時）に一瞬のうちに行われるものである。また、この「Ａ２５」
の座席が座席指定処理により指定された座席となる。
【００１７】
　このようにすれば、自由席型の販売方法の問題点も指定席型の販売方法の問題点も解決
することができる。即ち、本発明は入場時に座席の抽選をするので、自由席型のように座
席を確保するために徹夜で行列を作る必要もなく、更に、指定席型のように事前に座席番
号が分からないのでインターネットオークションなどにおいて高値で売買されることもな
いのである。このように、本発明は２つの販売方法の問題点を一度に解決できるという優
れた効果があるのである。なお、座席指定を付与するという概念には整理番号を付与する
という概念も含まれるものとする。
【００１８】
　次に、観客が十分に集まらないケースについて説明する。
　前述の通り、○○ホールは２００人を収容できる会場であるが、観客が１２０人しか集
まらない場合もある。その場合、本発明では抽選で任意の座席に顧客を割り当てるので、
空席が各所にできてしまい、非常に見栄えが悪い座席配置となってしまうおそれがある。
そこで、この場合は、図８のようにゾーン毎（座席領域毎に）に抽選する比率（優先度）
を設定すればよい（なお、このゾーン比率はサーバー１の記憶装置１２に記憶されている
ものである）。例えば、図８ではＡ席に抽選される確率が８０％であり、Ｂ席に抽選され
る確率は２０％である。この比率に従ってサーバー１の処理装置１３が座席の抽選をすれ
ば、Ａ席のゾーンは８０％の観客で埋まり、Ｂ席の方は２０％の観客が埋まることになる
ので、見栄えの悪くない座席配置にすることができる。
【実施例２】
【００１９】
　本発明の実施例２について説明する。実施例１では、入場時に（入場許可装置２を通過
する際に）座席番号を抽選していたが、本実施例では入場前の一定の時間帯に抽選を行い
、抽選を終えてから観客が会場に入場するケースについて説明する。実施例２はの処理内
容等は原則として実施例１と同様であるが、抽選方法が異なる。以下、異なる点を中心に
説明する。
【００２０】
　本実施例における、ハードウェア及びそれらの結びつきについては実施例１と同様であ
る。
　また、本発明を実現するための処理手順は実施例１と同様＜チケット購入：ＳＴＥＰ１
＞→＜座席抽選：ＳＴＥＰ２＞の手順で行う。このうち＜チケット購入：ＳＴＥＰ１＞は
実施例１と同様である。一方、＜座席抽選：ＳＴＥＰ２＞は実施例１とは内容が異なる。



(7) JP 4606087 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

以下、＜座席抽選：ＳＴＥＰ２＞について説明する。
【００２１】
　＜座席抽選：ＳＴＥＰ２＞
　○○歌合戦が開催される当日、山田さんは携帯電話３を持参して、会場である○○ホー
ルに向かった（実施例１と同様、山田さんの携帯電話３には図５のような電子チケットが
記憶されている）。なお、このイベントの座席抽選は開催日当日の午後５時から午後５時
半の間に行われることがイベント主催者から事前に知らされており、山田さん以外の観客
も５時前には会場入り口付近に全員集まっていることとする。
　午後５時を過ぎると、観客は次々にリーダライタ１１に自分の携帯電話３を近づけ、Ｉ
Ｃチップの内容（チケットの内容）をサーバー１に入力してゆく。そして、サーバー１の
処理装置１３はこの入力数をカウントデータ「入力数＝１」、カウントデータ「入力数＝
２」…と集計し、それを記憶装置１２に記憶する（最終的にカウントデータ「入力数＝２
３０」になったとする。なお、サーバー１の記憶装置１２には、図９のような入場直前時
間帯「受付開始時刻：ＰＭ５：００、受付終了時刻：ＰＭ５：３０」が記憶されており、
サーバー１の処理装置１３は、この時間帯にのみ入力を認めるものとする。この時間帯に
のみ入力を認めるのは、あまり早くから入力を認めると、入力後その観客が会場から遠く
離れた場所に行ってしまい、せっかく座席を割り当てたのに割り当てられた座席が気に入
らないこと等を理由に結局その観客が会場に入場しないという問題がおこらないようにす
るためである。また、この入場直前時間帯はイベント主催者等が自由に設定できる時間帯
であるものとする。なお、ここではカウントデータが指定要求情報の受信数としての役割
を果たすものである。
【００２２】
　次に、サーバー１の処理装置１３は、座席の抽選処理を行う。なお、実施例１では、ま
ず入場者を特定してから座席を割り当てていたが、本実施例の場合は、まず観客の順位を
きめてから、その順位に従って座席を割り当ててゆくものである。即ち、実施例１では、
まず山田さんの会員番号を特定し、その会員番号に対しどの席を割り当てるかを抽選して
いたが、本実施例の場合は、まず観客の会員番号をすべて入力させて集め、その会員番号
に抽選で順位をつけ、その順位に従って「１位」の人（例えば、「会員番号：６７８９」
）には「座席番号：Ａ１」を、「２位」の人（例えば、「会員番号：２３２２」）には「
座席番号：Ａ２」をという要領で座席を割り当ててゆく（図１０）。これを２００席分繰
り返し、２００席すべてに会員番号を割り当ててゆく。そして、会員ファイル（図３）に
含まれる各会員のメールアドレスに割り当てた座席番号を送信する。例えば、図１０の会
員番号「６７８９」の場合、サーバー１の処理装置１３は、会員番号を検索キーにして図
３の会員ファイルを検索し、検索した会員レコードに含まれるメールアドレスに「あなた
の座席はＡ１です」などのメッセージを送信する。これにより各会員は自分が座るべき座
席の番号を知ることができる。
【００２３】
　また、図３の興行レコードには「会場収容人数：２００」であり、カウントデータ「入
力数＝２３０」なのでサーバー１の処理装置１３は、次の落選処理を行う。即ち、順位が
２０１番以降の人は残念ながら今回は落選ということになり、その人の会員レコードの指
定履歴を「落選」とし、その会員レコードに含まれるメールアドレスに落選情報「残念な
がら今回は落選です」などのメッセージを送信する。
【００２４】
　このように本実施例では、観客全員の会員番号をまず集め、会員の順位を決めてから座
席を割り当てるものである。そして、この方法を利用して、座席の割り当てを以下のよう
に調整することができる。以下、座席の調整について説明する。
【００２５】
　まず、顧客の特別な要望により座席の割り当てを調整する処理について説明する。
　サーバー１の記憶装置１２には図１１のような観客要望データ（要望特定情報）が記憶
されている。これは事前登録できるデータであり、例えば車いすを利用する観客に対し入
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退場が比較的な楽な座席を優先的に割り当てるためのものである。ここでは、座席番号「
Ａ６０」と「Ａ６１」が会員番号「８７７５」の人と「６４１４」の人に割り当てられた
とする。
【００２６】
　次に、前回の抽選で落選した人に優先的に座席を割り当てる処理について説明する。
　サーバー１の記憶装置１２には図１２のような落選者データが記憶されている。これは
サーバー１の処理装置１３が、集められた会員番号を検索キーにして図３の会員ファイル
を検索し、その中で指定履歴（指定履歴特定情報）が「落選」になっている会員の番号を
１つのファイルにしたものである。ここでは、７人の人が前回の抽選で「落選」であった
とし、前回落選した不運な人に座席番号「Ａ１」から「Ａ７」という特等席を割り当てる
ものとする。なお、山田さんも前回落選しているので（図３）、「Ａ７」が割り当てられ
ている。
【００２７】
　次に、ポイント上位者に優先的に座席を割り当てる処理について説明する。このイベン
トはある清涼飲料水メーカーの資金協力により行われているとする。そして、そのメーカ
ーの製品を購入するたびに顧客はポイントを付与され、ポイント上位者には特等席が割り
当てられるものとする。
　サーバー１の記憶装置１２には図１３のようなポイント上位者データが記憶されている
。これはサーバー１の処理装置１３が、集められた会員番号を検索キーにして図３の会員
ファイルを検索し、その中で商品購入ポイント（購入実績特定情報）が多い上位者１０人
の会員番号を１つのファイルにしたものである。なお、この１０人には「Ａ５１」から「
Ａ６０」までの座席が割り当てられるものとする。
【００２８】
　次に、主催者の要望に沿った座席割り当て処理について説明する。このイベントはテレ
ビでも放送されるものであり、テレビ放送において観客席が写ったときにその見栄えをよ
くする必要がある。例えば、イベント主催者は観客席の一番目立つところに若い女性の一
群を座らせて観客席の見栄えをよくしたいと考えているとする。この場合、次の処理を行
う。
　サーバー１の記憶装置１２には図１４のような主催者要望データ（属性特定情報）が記
憶されている。
　サーバー１の処理装置１３は、集められた会員番号を検索キーにして図３の会員ファイ
ルを検索し、その中でこの主催者要望データに合致する観客がいれば、主催者調整データ
として出力してゆく。これにより図１５のようなファイルが作成される。なお、この２０
人には「Ａ２１」から「Ａ４０」までの座席が割り当てられるものとする。
【００２９】
　次に、座席を割り当てる処理について説明する。
　サーバー１の処理装置１３は、まず図１１の観客要望データに基づき「Ａ６０」と「Ａ
６１」の座席について割り当てを行い、次に図１２の前回落選者データに基づき「Ａ１」
から「Ａ７」の座席について割り当てを行い、次に図１３のポイント上位者データに基づ
き「Ａ５１」から「Ａ６０」の座席について割り当てを行い、次に図１５の主催者調整デ
ータに基づき「Ａ２１」から「Ａ４０」の座席について割り当てを行う。
　そして、これらが終了した後に、残りの会員について順位を決め、その順位に従って残
りの座席に会員を割り当ててゆき、最終的には図１６のような座席の割り当てとなる。
　これにより、観客の特定の要望及び主催者の要望に沿った座席の割り当てができる。ま
た、前回の落選者及びポイント上位者を優先した座席の割り当てができるのである。
【実施例３】
【００３０】
　本発明の実施例３について説明する。実施例１及び実施例２では、入場者に同伴者がい
ないケースについて説明したが、本実施例では同伴者がいるケースについて説明する。即
ち、同伴者がいる場合は隣り合う座席を指定しなければならないので、本実施例ではこの
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処理について説明する。なお、実施例１及び実施例２と同様の処理については説明を省略
する。
【００３１】
　まず、実施例１のように入場と同時に座席指定を行う場合について説明する。
　山田さんのチケットには、図１７のように、同伴者に関する情報を含む電子チケットが
記憶されているものとする。即ち、「同伴者数：１」と「同伴者１の会員番号：５５１５
」が記憶されている。
　実施例１の＜座席抽選：ＳＴＥＰ２＞において、サーバー１の処理装置１３は図１７の
電子チケットをリーダライタ１５により読み取り、「同伴者数」のデータ項目に１以上の
データが代入されているか否かを確認する（同伴者の有無を確認する）。図１７には「１
」が代入されているので、処理装置１３は同伴者がいること及び２連続の座席（会員番号
９７１５と会員番号５５１５の座席）を確保すべきことを認識する。そして、座席抽選の
際、図１８のように２つ連続した座席（Ａ９２、Ａ９３）を確保し、一方の座席（例えば
、Ａ９２）を山田さんの携帯電話３にリーダライタ１５から送信し、それと共にＡ９２に
ついては通知区分を「通知済」にする。一方、Ａ９３については「通知未済」とする。そ
して、他の観客が入場し、座席抽選を行うたびに図１８における「通知区分＝通知未済」
の会員番号を参照し、会員番号がそれに該当するか否かを確認する。例えば、山田さんの
同伴者である会員番号５５１５の観客が入場した場合、「通知区分＝通知未済」かつ「会
員番号＝５５１５」と一致するので、該当する座席番号「Ａ９３」を送信する。このよう
にすれば、同伴者同士を隣り合った座席に割り当てることができる。なお、同伴者には必
ずしも連続する座席でなくてもよく、近くの座席（例えば、前後の座席など）を割り当て
てもよい。
【００３２】
　また、実施例２の場合は、例えば、図１９のような同伴者データを予め登録しておき、
図１５の主催者調整データなどと同様の処理により、連なった座席を割り当てればよい。
　このようにすれば実施例２においても同伴者同士を隣り合った座席に割り当てることが
できる。
【００３３】
　上記実施例おいては特定のケースについて説明したが、本発明はこれら特定のケースに
限るものではない。例えば、次のようなケースであっても構わない。
（１）上記実施例では、特定のケースについて説明したが、本発明はこれに限るものでは
ない。例えば、音楽イベントのみならずスポーツイベントやその他様々な分野で利用でき
るものである。また、有料のイベントに限らず、観客を無料で招待するイベントにおいて
も利用できるものである。なお、本発明において「商品」の概念には「サービス」の概念
も含まれる場合があるものとする。
（２）データの内容は実施例で説明したデータに限らない。即ち、同様の役割を果たすこ
とができれば、他のどのようなデータであっても構わない。
（３）ハードウェアも実施例で説明したものに限らない。即ち、同様の役割を果たすこと
ができれば、他のどのようなハードウェアであっても構わない。例えば、携帯手段として
携帯電話ではなくＰＨＳ、携帯型の小型コンピュータ、ＩＣカード（ＩＣチップを備えた
カード）などを利用してもよい。
（４）処理の内容や手順についても実施例で説明したものに限らない。即ち、同様の役割
を果たすことができれば、他のどのような処理内容・処理手順であっても構わない。
（５）上記実施例に登場するデータ（データレコード、ファイル）のデータ（データ項目
）は、原則として各々関連づけられて（対応づけられて）記憶装置に記憶されているもの
とする。図面に表されたものについても同様である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明で利用するハードウェアの概略を示す図である。
【図２】チケット購入画面を表した図である。
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【図３】会員ファイルを表した図である。
【図４】興行ファイルを表した図である。
【図５】電子チケットを表した図である。
【図６】座席指定データを表した図である。
【図７】電子チケットを表した図である。
【図８】ゾーン比率に関するデータを表した図である。
【図９】入場直前時間帯に関するデータを表した図である。
【図１０】座席指定データを表した図である。
【図１１】観客要望データを表した図である。
【図１２】前回落選者データを表した図である。
【図１３】ポイント上位者データを表した図である。
【図１４】主催者要望データを表した図である。
【図１５】主催者調整データを表した図である。
【図１６】座席指定データを表した図である。
【図１７】電子チケットを表した図である。
【図１８】座席指定データを表した図である。
【図１９】同伴者データを表した図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　　　サーバー
２　　　入場許可装置
３　　　携帯電話
４　　　インターネット
１１　　リーダライタ
１２　　記憶装置
１３　　処理装置
１４　　表示モニタ
１５　　リーダライタ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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